
第２次かつしか健康実現プラン
（市町村健康増進計画）

葛飾区食育推進計画
（市町村食育推進計画）

葛飾区自殺対策計画
（市町村自殺対策計画）

（仮称）第３次かつしか健康実現プラン
（市町村健康増進計画）
（市町村食育推進計画）
（市町村自殺対策計画）

次期かつしか健康実現プランの策定について 

 
 
１ 概要 

令和６年度で計画期間が終了となる「第２次かつしか健康実現プラン」につ

いて、次期計画として「（仮称）第３次かつしか健康実現プラン」を策定いた

します。 
策定にあたっては、今年度実施した葛飾区保健医療実態調査の結果を基礎資

料とし、国と東京都が策定した関連計画を踏まえつつ、本区の上位計画である

「葛飾区基本計画」やその他の関連計画等と整合性を図ります。 
 
２ 計画の位置づけ 
  「かつしか健康実現プラン」は、健康増進法で定める「市町村健康増進計

画」として策定しております。「（仮称）第３次かつしか健康実現プラン」に

おいては、これに加えて、食育基本法で定める「市町村食育推進計画」及び

自殺対策基本法で定める「市町村自殺対策計画」を包含した内容といたしま

す。 
     （現行の計画） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 計画期間 
  「（仮称）第３次かつしか健康実現プラン」の計画期間は、令和７年度から

令和１２年度までの６年間といたします。 
 
４ 令和６年度のスケジュール（予定） 

令和６年 ７月  第１回葛飾区健康医療推進協議会（課題・方向性提示） 

１１月  第２回葛飾区健康医療推進協議会（素案提示） 

１２月  パブリックコメント実施 

令和７年 ２月  第３回葛飾区健康医療推進協議会（案提示） 

３月  計画策定 
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